
軽度者に対する福祉用具貸与について（フローチャート） 

ア.車いす及び車いす付属品 イ.特殊寝台及び特殊寝台付属品 ウ.床ずれ防止用具及び体位変換器 エ.認知症老人徘徊感知機器 オ.移動用リフト  

カ.自動排泄処理装置 

 

判断手順   ＹＥＳ：         ＮＯ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 主治医から得た情報及び福祉用具専門員のほか

適切な助言が可能な人が参加するサービス担当者会

議等を通じ、指定居宅介護（介護予防）支援事業者が

判断する。 

オ.移動用リフト 

ア.車いす及び車いす付

属品 

日常生活範囲における移動の支援

が特に必要と認められる者 ※ 

（１）別表２のⅰ）～ⅲ）のいずれかの状態像に該当することを、医師の医学的な 

所見に基づき判断している 

かつ 

（２）サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえている 

給付可能 

生活環境において段

差の解消が必要と認

められる者 ※ 

給付可能 

給付可能 

給付可能 

給付不可 

書類・手続き等を市で確認した結果、問題なし 給付不可 

別表１の「判断基準」に該

当する 


